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平成28年３月橋本市議会定例会会議録（第３号）その５ 

平成28年３月８日（火） 

                                           

                                       

○議長（中本正人君）順番10、７番 髙本君。 

〔７番（髙本勝次君）登壇〕 

○７番（髙本勝次君）それでは、通告に従い

まして、一般質問を行わせていただきます。 

 大きな項目二点ございます。 

 まず一点目に、介護保険制度と地域ふれあ

いサロンについてでございます。 

 介護保険制度が始まって15年になります。

全国的には要介護の認定者は約600万人、利用

者は約500万人を超えています。本市の認定者

数は、平成26年度で要支援が1,219人で、要介

護は3,151人です。合わせて4,370人で、認定

率は23.2％でございます。今年10月からスタ

ートする介護予防・日常生活支援総合事業に

ついてお聞きしたいと思います。 

 まず一点目に、要支援者向け介護サービス

を充実させることは、介護の重度化を防ぐた

めに大切な事業だと思いますが、いかがでご

ざいますか。 

 二点目に、10月スタートまで、あと７カ月

しかございません。総合事業を実施するため

に必要なサービスを質・量ともに供給できる

事業者を十分に確保できていますでしょうか、

お聞きします。 

 三点目ですが、現在、訪問介護事業所は29

事業所、通所介護事業所は26事業所がありま

す。総合事業へ移行することによって、単価

が下がり事業者の収益が減収になることはな

いでしょうか。減収になれば、事業者の撤退

が進むおそれがあります。ヘルパーの確保も

難しくなってきます。どのようにお考えかお

聞きしたいと思います。 

 四点目に、必要に応じて介護サービスを受

けることは、憲法に照らし合わせても健康で

生きていく上での権利でございます。介護申

請時、本人の意向を尊重し、一方的にチェッ

クリストによる自立判定をしないかどうかを

お聞きしたいと思います。 

 五点目ですが、介護予防にも役立つ高齢者

の社会参加の活動についてお聞きします。地

域ふれあいサロンは高齢者のコミュニティに

大変役立っています。見守り、安否確認等の

声かけにつながっていきます。現在、市内に

45箇所あります。平成26年度では、1,595人の

利用者でございました。地域ふれあいサロン

を今後とも積極的に進めるために、現状の補

助金ではあまりにも少ないと思います。もっ

と財政的な支援をお願いしたいと思いますが、

いかがでございますか。 

 大きな項目二点目ですが、コミュニティバ

スと市民病院送迎バスについてお聞きします。 

 橋本市の65歳以上の高齢者は、昨年10月末、

１万8,636人で、高齢化率は28.2％です。今後

ますます高齢化が進み、自家用車を手放さざ

るを得ない高齢者がこれから増えてきます。

コミュニティバスの役割の重要性がますます

高まってきています。 

 そこで、以下の質問を行います。 

 まず一点目に、新交通体系案が橋本市生活

交通ネットワーク協議会に示されまして、現

在、意見集約を協議中でありますが、幾つか

質問をいたします。 

 ９月議会でも、市長が、できるだけ走りや

すいようなコミュニティバスが、市民にとっ

て便利な運行経路になるよう努力してまいり

ますと答弁されております。市民の願いもそ

うであります。デマンド交通の導入で、交通

体系がどのように変わるかお聞きしたいと思
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います。 

 二点目ですが、市民の公共交通をどう守っ

ていくか問われている大事な問題でございま

す。当局のコミュニティバスの担当課で新交

通体系案がつくられ、市民の要望にどう応え

ていくか大変苦労されていることは十分よく

わかっています。でも、市民の意見が反映さ

れるように、慎重審議をお願いしたいと思い

ます。特に、デマンド交通を大幅に取り入れ

る地区では、市民への説明会を必ず実施して

いただきたいと思いますが、いかがでござい

ますか。 

 最後に、三点目ですが、市民病院送迎バス

についてお聞きします。ますます高齢化が進

み、2025年問題があり、後期高齢者が一気に

これから増えてまいります。コミュニティバ

スも含めて市民病院送迎バスも運行経路の見

直しが将来迫られてきます。市民病院と地域

医療との協同関係をつくりながら、送迎バス

の将来の運行経路についてもこれから考えて

いくべきと思いますが、いかがでございます

か。 

 以上、壇上での質問をこれで終わらせてい

ただきます。どうぞよろしくご回答お願いい

たします。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君の質問項

目１、介護保険制度と地域ふれあいサロンに

対する答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）一点目の要支

援者向け介護サービスの充実が、介護の重度

化を防ぐために大切な事業ではないかという

ことについてお答えします。 

 要支援認定者は、介護は必要ないものの生

活の一部に支援が必要な状態であり、介護予

防サービスを状況に適応した利用にすれば心

身機能の改善が見込まれる状態の方です。こ

ういった方々に対し、介護の重度化を防ぐた

めには、介護サービスの充実を図ることは大

切であると考えていますが、一方で、現状の

介護サービスが本人のできる部分までカバー

し過ぎる傾向が見られ、結果として、介護保

険制度の基本理念である自立支援に反するこ

とになりかねません。 

 また、介護サービスの充実以外にも、要支

援状態になっても、現在の状況を維持・改善

し、要介護状態にならないための支援方法の

充実がますます大切となります。そのため、

今年10月よりスタートする介護予防・日常生

活支援総合事業では、要支援状態の高齢者か

ら元気な高齢者まで幅広く介護予防をめざす

視点を持って、介護予防生活支援サービス事

業と一般介護予防事業に取り組んでまいりま

す。 

 次に、二点目の総合事業を実施するために

必要なサービスを質・量ともに提供できる事

業所を十分確保できているかについてお答え

します。 

 介護予防・日常生活支援総合事業として、

本市は10月開始時には、まず現行のサービス

を移行します。このサービスは、現行の介護

予防訪問介護事業所、介護予防通所介護事業

所が行うものであり、平成27年４月以前にサ

ービスを実施している事業所は、みなし指定

事業所として、サービスを提供することがで

きます。そのため、質・量ともに現行どおり

確保できるものと考えています。さらに事業

開始後には、設備や人員等の基準を緩和した

サービスや住民主体による支援、短期集中予

防サービスなど多様なサービスを段階的に充

実させていく必要があり、これらのサービス

提供者の確保にも取り組んでまいります。 

 次に、三点目の総合事業に移行することに

よって単価が下がり、事業者の減収、撤退が

進み、へルパーの確保も難しくなるのではな
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いかということについてお答えします。 

 サービス単価については、地域支援事業実

施要綱の中に、現行相当のサービスは国が定

める介護予防訪問介護等の単価を上限として

定めること、また、緩和した基準によるサー

ビスは現行相当のサービスの単価を下回る額

で設定することとされています。本市は、総

合事業開始当初は、現行相当のサービスに移

行し、単価も国が示した現行の単価に準じま

すので事業者にとっては特に変化はないと思

われます。しかし、その後に充実させていく

多様なサービスでは、国の示すとおり現行の

単価よりも下げる必要があります。この減収

によって事業者が撤退するかどうかは計りか

ねますが、むしろ、介護保険サービス事業者

は要介護状態の方に対するサービスを安定的

に提供できることが重要であると考えます。 

 平成26年度の保険給付決定状況では、訪問

介護全体に占める予防給付は約9.5％、通所介

護全体に占める予防給付は約8.7％となって

おり、事業者にとっては、要支援認定者への

サービスよりも要介護者へのサービスが圧倒

的に多くを占めています。年々、要介護認定

者が増える一方、市内の事業所でも既に介護

人材が不足するという現状です。本来、専門

資格を持つ介護職員は、資格を必要とする介

護サービスに従事する必要があります。今回、

国が示した緩和基準によるサービスにおいて

は、一定の研修を受けた者であれば、資格が

なくても雇用されサービス提供が行えること

となりました。人材不足の中、簡単な家事支

援等については、そのような人材をうまく活

用し、要支援状態の方から重度の要介護状態

の方までバランスよくサービスが提供できる

人員体制になることが、サービス事業所の維

持には有効ではないかと考えています。 

 次に、四点目の介護申請時に本人の意向を

尊重し、一方的にチェックリストによる自立

判定をしないかということについてお答えし

ます。 

 基本チェックリストによる判定については、

総合事業に移行する訪問型サービスと通所型

サービスのみの利用を必要とする方に対して

行うものであり、その他の介護予防サービス

の利用を必要とする方は、全て要介護認定申

請を行うこととなります。また、基本チェッ

クリストによる判定ではなく、要介護認定申

請を希望された場合も、本人の意向を尊重し

て申請をしていただくことができます。国の

ガイドラインでは、基本チェックリストの実

施は専門職でなくてもよいとされていますが、

本市では、地域包括支援センターの保健師、

介護支援専門員等の専門職が本人の状態を丁

寧に聞き取り確認しながら行いますので、一

方的な判定にはなりません。 

 次に、五点目の地域ふれあいサロンに対す

る財政支援についてお答えします。 

 地域ふれあいサロンの活動は、高齢者の居

場所としてはもちろん、そこに集まる方の見

守りや安否確認などさまざまな面で効果が現

れています。また、ふれあいサロンに集まる

方からは、開催を楽しみにしているといった

声も多く伺っています。サロンに対する本市

の支援については、これまでも講師の派遣や

レクリエーションの指導を行うなどさまざま

な面で協力を行ってきました。これからもサ

ロンの発展に向けてホームページなどによる

紹介等、支援の充実に取り組んでいきます。 

 また、財政支援については、他市に比べて

補助金が少ないとは言えないことや、サロン

以外にも講師の派遣のみで地域で自主的に活

動されているところも多く存在することなど

から、今後は費用対効果を十分見極めていき

たいと考えています。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君、再質問

ありますか。 
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 ７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）それではお聞きいたし

ます。 

 「橋本さわやか長寿プラン21」の冊子で報

告されていますが、その内容のアンケート調

査がそこに書かれておりますので、それに基

づいて幾つか質問したいと思います。 

 まず初めに、認知症対応型通所介護が少な

いということで、介護保険サービス事業所と

ケアマネジャーからの意見があります。これ

についてどう対応していくかを、まずお聞き

したいと思います。 

 そしてまた、平成26年３月現在、認知症の

人の介護申請は2,318人です。初期の認知症の

人は介護度も低いため、ケアマネジャーとし

て支援がしづらいという問題もアンケートに

書かれておりました。認知症の判定について

は認定調査と医師判定が違う場合があるとの

ことで、そういった場合はケアマネジャーの

意見を尊重していただきたいと思いますが、

その二点について、まず初めにお聞きします。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今おただしの

件でございますが、まず、認知症に関する通

所事業所の件でございますけれども、これに

つきましては、行政といたしましてはそうい

う事業展開をされる事業者に働きかけていく

というふうなところで取り組んでいきたいと

考えております。 

 それと、判定の部分につきましてはそれぞ

れ専門職の分野になりまして、行政としてど

こまで入り込んでいけるのかなという部分は

ございます。今後、それはちょっと一つの課

題として取り組んでいきたいと思います。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）医師判定と、さっき言

いました違う場合ね、ケアマネジャーと。そ

ういう場合は、直接ご覧になっていますケア

マネジャーのご意見で判断されるように進め

ていくんですか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）おただしの件

は、要介護認定度の判断ということでよろし

いですか。介護保険の制度と申しますのは、

申請がございまして、医師の意見書、それか

ら、介護認定の調査員の調査、それを経て、

広域組合で審査会がございます。その意見を

聞いて保険者が認定するという一連の手順が

ございますので、ケアマネジャーが判断する

というべきものではございません。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）それともう一つ、次の

質問をいたします。 

 私は地域を訪問したときによく聞くんです

が、高齢者から特によく聞きます。実は、見

守り、安否確認等の声かけ、これが具体的に、

何とか行政でしていただけないかという要望

をすごくよく聞きます。近所の方といっても、

なかなか農作業や出かけているところが多い。

そんな事情で、地域のボランティア任せでは

難しいというのが現状です。行政の側から何

とかその対応をお願いしたいというのが、地

域から出されている要望を、私、聞いており

ます。その辺でどういうふうな対応をしてい

ったらいいんかなということも一点聞きたい

のですが、それともう一点、ごみ出しに困っ

ているということもよく聞きます。要支援認

定者も同じですが、ごみ福祉収集制度につい

て、現在市で制度があるんですが、これにつ

いて条件を緩和してあげなかったら、なかな

かここへのごみ収集が難しいように思います

ので、ごみ福祉収集の制度について、ちょっ

と条件の緩和を検討していただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）まず、見守り
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の関係でございます。これは、制度としては、

見守り隊というふうな制度がございます。そ

れに加えまして、地域の民生委員の方々への

協力依頼でありますとか、あるいは、そうい

う見守り機能といたしましては、議員おただ

しの中のサロン等がその一つの機能を果たし

ているというふうに考えております。 

 さらに申しますと、今後、地域包括ケアシ

ステムというふうな構築に向けて取り組んで

いくときに、一番重要となるのは地域の人と

人とのつながり、支え合いの社会、地域とい

うふうなことをめざしていくわけでございま

して、その中で、いわゆる見守り機能も持た

せていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）そしたら、もう一点お

聞きします。 

 ひとり暮らしの高齢者、そういった中で、

老老介護、そういった世帯や、外出や家事全

般が困難な高齢者がますます増えてきており

ます。そういった中で、送迎外出支援のサー

ビスを要望する声をあちこちでたくさん聞い

ております。有償サービスというのもありま

すが、具体的に支援策というのが行政として

要るように思うんですが、何か考えはござい

ますでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今、おただし

の中で、「橋本さわやか長寿プラン21」、この

中でも、いわゆる外出支援、移動支援等々が

非常にこれから求められてくるというふうな

位置付けをしております。その中で、議員お

ただしの福祉有償運送、いわゆるボランティ

ア団体の方々による福祉有償運送を一つ支援

していくという取り組み、研修等を実施して

支援していくという取り組みを現在行ってお

ります。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）今の回答でわかるんで

すが、本当に低額で有償、事業者がやってお

りますが、本当にほとんどボランティアの状

態、中身はね。それで、今後ますますそうい

う有償運送の事業はこれから増やしていかな

くてはならないと思います。その辺で、財政

的な支援、どうしてもこれから増えてくるよ

うに思いますので、そうでなかったら、私、

知人の方も有償事業の運送をやっておられま

すが、本当にもうただ同然のことでやってお

られる。まるっきしもうボランティアの状態

です。何とかそこへの、これからますます増

えるかと思いますので、財政的な援助という

か、そういうのはちょっと検討するのは難し

いでしょうかね。お聞きします。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）福祉有償運送

の事業につきましても、いわゆる公共運送、

普通のタクシー業者等々の業界がございます。

それとの兼ね合いもございますし、直接的に

運送に対して補助を出していくという予定は、

現時点ございません。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）今答弁がありましたが、

今後、今のような状態を続けることはちょっ

とどうも困った問題だと思いますんで、今後

ますますここの問題についても解決していか

ないといけないと思いますので、何とか検討

していただく課題に入れていただきたいと思

いますので、ぜひよろしくお願いたします。 

 それと、次に、多様な生活支援サービスを

利用できる地域づくりが重要でありますが、

しかし、住民主体の支援の名のもとで、地域

の高齢者を支えるボランティア、また、ＮＰ

Ｏ、民生委員や自治会、社会福祉協議会など

に、要支援サービスを、言い過ぎかもわかり

ませんが、肩がわりさせるようなやり方にな

っては困ると思いますので、その辺で、これ



－126－ 

もまた財政の問題にかかわりますが、財政的

な支援というのはどうしても行政からなけれ

ば、継続したそういう支援サービスができな

いと思いますので、そういった地域のそれぞ

れの団体に、財政的な支援、連携、協力関係

をつくっていくという意味では、どのように

考えておられるかをお聞きしたいと思います。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今回の介護保

険法の改正によりまして、今議員おただしの

ような多様なサービスを活用できる制度と変

わってきました。この基本的な考え方は、こ

れから少子高齢化が進行していくというとこ

ろで、介護保険制度の財政的にはこのままで

は立ち行かなくなるかもしれない、あるいは、

介護人材の不足等もあるということで、各地

域で多様な担い手、いわゆる、社会資源と申

しますか、そういうふうな事業者をほり起こ

していくというふうな考え方がございます。 

 現時点は、議会でも報告等々、質問もいた

だいておりますが、地域コーディネーターを

設置しまして、これは社会福祉協議会に平成

28年度、設置するわけですけれども、地域コ

ーディネーターが地域に入っていって、地域

でどのようなニーズがあるのか、あるいは、

多様な担い手となり得る社会資本が、どのよ

うな事業者がいらっしゃるのかを、まず調査

把握いたしまして、サービスとニーズのマッ

チングをしていくということで、財政的な面

からいきますと、直接的な補助、活動に対し

ての補助という前段で、そういう体制づくり

をしていくということで、まず取り組んでい

きたいというふうに考えております。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）どうも今までも幾つか

質問をしましたが、財政的なことには、聞い

ている感じではほぼノータッチで、地域にお

任せ、地域の方で何とかしてほしいという、

地域のそういうグループの人たちの資源、そ

れの活用ということで、何となしに聞いてお

りましたら、行政の側の働きかけ、援助とい

うのがないように私は聞こえました。そうで

なくて、本当に一緒になって地域のそういう

グループの人たちも含めて、本当に行政の側

から一緒にやりましょうと、財政的にも少し

援助しましょうという、そういう姿勢がなか

ったら、とてもやないが、私、ある地域の方

に聞きましたけども、地域で任されたら、そ

んなとても私らようやらんとおっしゃってい

ます。 

 だから、そんな形で、ある意味、今、答弁

のような説明をしますと、もう地域はお任せ、

何とかしてください、自分らで相談してくだ

さいという、きつい言い方ですけども、そう

いうふうに聞こえます。そうでなくて、本当

に何とかしていかなかったら、ボランティア、

ボランティアといっても、そんなんでいつま

でも続くもんじゃございません。やっぱり、

拘束されるわけですから、だから、そういう

意味では本当に真剣に考えていただきたい、

財政のことについて本当に考えていただきた

いと思います。 

 それと、ほんなら、次にちょっと質問いた

します。 

 地域ふれあいサロンの件でお聞きしますが、

ふれあいサロンを継続していくためには、な

かなかどこのサロンを、幾つか私、聞きまし

たが、中心になってもらえる人材が本当にい

ない、困っている。というのは、結局、スタ

ッフ自身も高齢化になっている。持続させて

いくために本当に苦労されているサロンも少

なくありません。その辺で、行政の側から、

そういった悩んでいるふれあいサロンのとこ

ろにどんなふうな働きかけを、話を聞くだけ

では解決できませんのやけども、具体的にど

う相談にのっていってもらえるんか。すごく
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困っています。お聞きしたいと思うんですが、

いかがですか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）まず、すいま

せん。ふれあいサロンに入る前に、その前の

質問にちょっと誤解のないようにお答えした

いんですけれども、私が説明差し上げたのは、

いわゆる地域に入っていっての話は、アプロ

ーチの手順でございまして、実際、そういう

ふうな事業者が出てきますと、介護保険の枠

内で介護報酬でありますとか、委託料であり

ますとか、有償ボランティアであるとか、そ

ういうふうな一定の支出はあるということで

ご理解ください。 

 次に、ふれあいサロンの関係でございます。

私どももそういうふうないろんな機能がある

ということは十分認識してございまして、推

進していきたいというふうに考えております。

まさに答弁の中でも申し上げましたとおり、

いろんな講師の派遣でありますとか、運営の

ノウハウの提供でありますとか、いろんなご

相談にもお乗りしてきましたし、今後も相談

に来ていただければ、かえって私どもとして

はありがたいということで、いろんな形でご

支援はしていきたいなと思っております。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）もう一点、財政的なこ

とばかり申し上げますが、地域ふれあいサロ

ンの施設の設備が、高齢者対応にするために

は本当に、これ、お金もかかります。結局の

ところ、高齢者対応の設備にしていくために、

バリアフリー、いろいろありますが、そうい

ったところにも相談ありましたら、どうされ

るんでしょうか。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）実際、ふれあ

いサロンにつきましては、地域の公民館であ

りますとか、集会所、あるいは、個人のお宅

等々もご利用されているという部分がござい

ます。大きな改修工事等々の補助金は、まず

はちょっと考えられないという現状ではござ

います。ただ、もっと補助金をというお話で

はございますが、冒頭、先ほど、私、申し上

げたとおり、ふれあいサロンについては、進

めていきたい、推進していきたいというスタ

ンスは持ってございます。 

 したがいまして、補助金のあり方の見直し

は、現在ちょっと検討しております。当然、

厚くしていくというのは、ちょっとご存じの

財政状況のもとでは難しいんですけれども、

そういう立ち上げ時に補助金を出すでありま

すとか、あるいは、補助対象をどうするであ

りますとか、あるいは、期間はどうするであ

りますとか、もろもろの補助金のあり方、補

助金の支出の仕方等々について効果が出るよ

うな、いわゆる答弁申し上げました費用対効

果等々も十分考えて、見直しは行っていきた

いというふうに考えております。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）そしたら、この件、も

う一つ、お聞きします。 

 介護予防日常生活支援総合事業では、先ほ

ども答弁ありましたが、講習を受けた無資格

の人が要支援認定者宅を訪問する。そこで、

掃除、洗濯、調理を行うということができる

ようになるわけでございますが、問題なのは、

軽度の認知の場合でも次第に状況が進行して

いく場合が、知らず知らずあるかと思います。

そんなとき、その方のおうちで、どんなこと

が起こるかわかりません。講習を受けただけ

で責任ある症状判断ができるとは、難しい問

題ではないかと私は思います。 

 だから、私の意見ですが、あくまでも有資

格者でもって何とか対応していかなかったら、

事業所に責任が問われるようなことになりか

ねないと思いますが、もうその辺で、10月か
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ら総合事業に移行することになりますが、こ

れまでどおりの、先ほど、要介護は有資格者、

それ以外は、今言ったような無資格の人でと

いうことになろうかと思いますが、何とか有

資格者で介護サービスをしていかなかったら、

問題が起こったときに、また、症状判断なん

かは難しいのではないかと思うんですが、そ

の辺はどうされるんでしょうか。本当に、こ

れ、実際、問題が起こってしまったら、大変

なことになると私は思います。 

○議長（中本正人君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）まず、基本的

に制度として、このサービスを受けるために

は、今回は要支援認定の方々の通所介護、訪

問介護のみについてはチェックリストという、

うちで申します、地域包括支援センターの職

員が状況を判断して、まず、その状況を判断

して、サービス提供を行うということ。次に、

議員ご懸念の要介護者、あるいは、一部のサ

ービスを受ける要支援者につきましては、私、

説明しましたとおり、医師の意見書、調査員

の調査、それから、審査会を経まして、要介

護度の認定を行う。その認定の度合いに応じ

て介護サービスが提供されるという制度でご

ざいます。 

 したがいまして、今回、一定の研修を受け

た方々が行う介護サービスと申しますのは、

簡単な家事であるとか、あるいは、ごみ出し

かもしれません。そのような簡単なものであ

るというふうに位置付けられております。し

たがいまして、もし、そういうふうな認知症

が進んだということは、要介護認定が変更に

なるべき場合ということであろうかなという

ふうに考えます。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）そしたら、介護問題で

もう一点、最後にお聞きします。 

 政府の社会保障審議会で、介護保険制度の

見直しの議論が今、行われております。要介

護１、２を介護保険から外して、原則自己負

担の提案が今されております。掃除や洗濯、

調理の生活援助サービス、また、福祉用具の

貸与、手すりの取り付けなどといった住宅改

修などが自己負担というわけで、オーバーか

もわかりませんが、金の切れ目が介護の切れ

目となりかねません。 

 全国の市町村の市長会でも、重度化を防い

でいる軽度者の支援をやめるのは本末転倒と、

政府がこういう方針を打ち出したときに反対

しております。本市では、年金が月６万5,800

円、仮定して、そういった人たちへの介護保

険料の年額は３万8,200円です。年金から介護

保険料を差し引いたら、残るのは月６万2,650

円、介護保険料のほかに病院の支払いなど、

その生活は生活保護に近いような状況でござ

います。その上に、要介護１、２を介護保険

から外すなんて、とんでもないと思います。

全額負担ということになれば、利用料が250

円の場合は2,500円ということになります。 

 そこで、市長にお聞きします。 

 年金が月６万5,800円、こんな生活、どんな

状態と感じておられるか、ちょっとご意見を

お聞きしたいことであります。 

 それと、これまで消費税を何度も増税して

きましたが、さっぱり社会保障に使われてい

る様子はございません。年金は減るし、消費

税はどんどん上がっていく。社会保障の予算

がばっさり国としては削られていくばかりで

ございます。予算が増えているのは５兆円も

の軍事費ばかりでございます。全国の市長会

が先ほど言ったような意見を出しております

ので、自治体の長として市長から、政府の責

任で介護保険制度を守るようという意見を、

ぜひとも発信していただきたい。そういう意

味で、いかがでございましょうか。 

○議長（中本正人君）市長。 
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〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）髙本議員の質問にお答

えをします。 

 年金で６万8,500円の生活というお話もあ

ったんですけど、ちょっといろんなことを一

緒に話しされたんで、もう簡潔に答えさせて

いただきます。 

 要介護１、２の市町村移管は反対します。

そういうのをうちでやれるわけがない。この

ことについては、昨日も同僚議員のほうから

説明があったと思うんですけども、これにつ

いては、橋本市としても、市長会も反対をし

ておりますので、明確に反対の立場をとって

いきたいというふうに思っています。残念な

がら、橋本市で要支援１、２と同じような形

でできるということは考えられませんので、

これについては私どもとしても国会議員等に

働きかけをしてまいりたいと思っていますし、

また、厚生労働省のほうで決まっておりませ

んので、ただ、こういう議論をするというと

ころですので、市長会でも反対を上げており

ますし、橋本市としてもそういう働きかけは

やってまいります。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）そしたら、一つ目の質

問、これで終わらせていただきます。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目２、コ

ミュニティバスと市民病院送迎バスに対する

答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（吉本孝久君）登壇〕 

○総務部長（吉本孝久君）一点目のデマンド

交通の導入と新たな交通体系についてですが、

本市のコミュニティバスは、既存路線バスと

の競合区間の解消と継続的で持続可能な公共

交通体系の構築をめざし、平成29年４月をめ

どに、コミュニティバスの運行ルート、ダイ

ヤ見直しと、小型車両を活用したデマンド交

通の導入を計画しています。 

 現在のコミュニティバスは、各ルート１運

行当たり約90分を要するなど、決して利用し

やすい状況にあるとは言えません。そのため、

先に実施した市民アンケート乗降調査結果を

参考に、既存の公共交通機関との連携と役割

分担を図りつつ、コミュニティバスの利便性

の向上をめざし、運行経路の縮小を図る見直

しを行います。 

 また、今までコミュニティバスが運行され

ていた地域で、今回の縮小見直しにより運行

地域でなくなる地域を対象に、小型車両を活

用したデマンド交通へ変更していきたいと考

えています。具体的な見直し内容については、

先の橋本市生活交通ネットワーク協議会へ提

案し、現在、見直し案についての意見集約を

進めているところです。 

 次に、二点目の新たな交通体系の導入に伴

う市民への説明についてですが、今回の見直

しの実施にあたっては、今まで以上に市民の

皆さまへの丁寧な説明が必要と考えます。特

に、小型車両を活用したデマンド交通の導入

地域は、事前の予約を伴うなど大きな変更と

なります。コミュニティバスの利用者の多く

は高齢者であり、ルート、ダイヤ等の決定後

は速やかに地域へ伺い、丁寧な説明を行って

まいります。 

○議長（中本正人君）病院事務局長。 

〔病院事務局長（豊岡 宏君）登壇〕 

○病院事務局長（豊岡 宏君）続きまして、

三点目の市民病院送迎バスの将来の運行経路

の見直しについてお答えいたします。 

 平成26年９月議会及び平成27年９月議会に

おきまして、市民病院送迎バスに関し答弁い

たしましたとおり、地域を支えるには地域の

医師会や診療所の先生方と協力し合いながら、

まずは、地域のかかりつけ医に受診していた

だき、その容態に応じて市民病院が紹介され、
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回復すれば、また地域のかかりつけ医にその

後の経過を見ていただくという一連の流れを

構築し、それぞれの役割を分担した中で、地

域医療を守っていくことが重要でございます。 

 市民病院送迎バスの運行ルートは、このよ

うな地域医療の事情を背景に考えらえている

ため、当面、運行ルートの変更予定はござい

ません。ご理解とご協力のほど、よろしくお

願いいたします。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）初めに一点だけ、市長

にお聞きいたします。 

 ２年前の市長選挙で、デマンド交通を公約

していただきました。そのときのデマンド交

通というのは、市長が考えておられたのは、

コミュニティバスの路線のないところに出す

という交通機関の設定だと理解しておりまし

た。今回のデマンド交通というのは、現在あ

るバス停のところを路線としてするところな

んで、そういう意味では全く中身が違うよう

に思います。そういう意味で、本当に今、私

も聞きますが、あちこちに来ていないところ、

そういうところにこれから来るんかなという

ふうなイメージを、市長の公約を聞いたとき

に、皆さん、思っておられる方が少なくあり

ません。そういう意味で、今回こういう中身

が違うんですが、どのようにお考えでしょう

か。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）髙本議員の質問にお答

えをします。 

 あまり変わっていないのかなというふうに

思っています。というのは、今、コミュニテ

ィバス路線の中でも週ゼロ人とか、週１人で

あるとかという路線があります。そういうと

ころのコミュニティバスをどうするのかとい

う議論であるとか、そして、もちろん、コミ

ュニティバスが走っていない地域をどうカバ

ーしていくのかという問題もあります。 

 その中で、私どもとしてもいろいろ議論を

した中で、まず、一点目に大事なことは、も

う少し乗車時間を短くしていく必要があるで

あろうと。アンケート調査であったり、実態

調査の中で、そういういろんな市民の皆さん

からのお声もいただいておりますので、ちょ

うど29年度にルートの見直しというのも、も

う今年からやっていかなあかんということに

なります。 

 その中で、まず、いったん見直すのは、や

はり週ゼロ人であるとか、週１人である、非

常に利用が少ないというところに関しては、

一点目として、デマンドをその地域、どこか、

週３回であるとか、どこか場所を決めていた

だいて、最寄りの停留所まで、コミュニティ

バスの停留所まで来ていただくという考え方

と、もともと走っていなかったところも、そ

ういう形で予約制にして、コミュニティバス

の停留所まで運んでいくようにするというふ

うなことも現在考えています。 

 ただ、全体的に、コミュニティデマンドを

入れるということは非常にコストがかかりま

す。億単位のお金が恐らくかかってきますし、

今の現状、コミュニティバスとデマンドと路

線バスをうまく活用していく。路線バスも生

き残りをかけていただかなあきませんし、逆

に、路線バスも今まで走っていなかったとこ

ろで採算性のとれるところは、路線バスにも

走ってほしいと。そこの部分から、コミュニ

ティバスは除きますよといういろんな形の中

で、今、考えています。 

 当初は、確かに、予約制で走らす方法も考

えましたけど、いろんな財源的な問題であり

ますとか、コミュニティバスをいかに活用す



－131－ 

るかという問題も考えた上で、先ほど部長が

説明しました形に落ちつくほうが、住民の皆

さん、市民の皆さんにとっても利便性が上が

るのかなというふうに考えて、この形という

のを説明させていただきました。 

 ただ、これはネットワーク協議会での了承

というのが必要になってまいりますので、で

きるだけ市にとってもプラス、住民の皆さん

にとってもプラスになるようなことを、ネッ

トワーク協議会の中へ提案していきたいとい

うふうに考えています。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）それともう一点、お聞

きします。 

 小型のデマンド交通ということであれば、

実際は中身はタクシーのように思いますが、

出発と到着の時刻表、これからつくられてい

くと思うんです。デマンド交通に乗りながら、

またコミュニティバスに乗りかえる。200円、

200円で400円。今まで無料だった人たちが400

円要るということになる。タクシーより安い

といえば、まあ、確かに安いんですが、デマ

ンド交通の出発と到着の時刻表をつくるとき

に、そのときに、現在のバス停を走るように

今検討されているんですが、小型のデマンド

交通、車ですから、比較的どこでもとめやす

いということで、出発の時刻表、到着の時刻

表をつくるときに、現在のあるバス停をとま

ることになっておりますが、途中で幾つかの

バス停はつくれないこともないと思うんです。

工夫しなくてはいけませんけどね。それによ

って検討していただいて、地元からの要望が

ありましたら、デマンド交通のバス停をプラ

スアルファつくっていくということを検討し

ていただきたい。可能だと私は思いますので、

それを含めて、協議会の中でよく審議してい

ただきたいと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）デマンド交通につ

きましては、最終の接続ポイントというのを

設けます。今、デマンド交通にした区域のと

ころにつきましては、どこを停留所にするの

か、それから、接続ポイントはどこ、それか

ら、１ルートで30分以内で運行するというふ

うな条件をつけていきたいと思いますので、

それが、今の廃止したところで、30分以内に

どこまで行けるかというのを、今後、実際に

市のほうで走行してみて、ここまで30分以内

で行けるなというふうな形で、デマンド交通

に対応していきたいと考えています。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）私が事前に聞いていた

話では、今あるコミュニティバスのバス停を

とめる、それ以外をとめればコストもかかる、

難しい問題かというふうに、私、ちょっと聞

いておりましたんですが、そしたら、白紙の

状態で、今、部長がおっしゃったのは、どこ

にとめればいいかということで検討するとい

うことで理解していいんですね。これから、

それを決めていこうということでいいんです

ね。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）基本は、今の停留

所を活用するということでございます。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）さっきの答弁とちょっ

と違うようなニュアンスに感じるんですが、

新たなバス停、可能な範囲で検討するという

ことはできるんですね。それだけちょっとお

聞きしたいと思います。 

○議長（中本正人君）市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）髙本議員の質問にお答

えをします。 

 デマンド交通で停留所をつくるわけではあ
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りません。これを一つ。まず、地域の人に予

約をしていただいて、その予約していただい

た時間のところからスタートして、そして、

コミュニティバスに、先ほど言いました30分

以内のところのコミュニティバスのバス停に

運んでいくと、持っていくということなんで、

全てそういうところにとめるんじゃなくて、

そこへ行くところを決めて、バス停というの

を決めておいて、そこに予約していただいた

住民の皆さんをタクシーによって、コミュニ

ティバスの結節点のところに行ってもらうと

いうふうになっています。 

 料金については、まだ現在、調整中であり

ますので、今この場ではっきりしたことは申

しませんけど、現実的には、タクシーを利用

して週３回程度になろうか、今調整中ですけ

ども、そこから最寄りの停留所まで連れてい

ってもらうというイメージだということで、

認識をしていただきたいと思います。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）私、聞いているのは、

デマンド交通の場合は小型ですから、比較的

どこでもとめやすいという条件がありますの

で、走るコースは今ある、現在あるところの

バス停を走ると私は聞いています、走るコー

スは。斜めに行くんじゃなくて、走るコース

は、今のバス停があるところをとめる。その

コースを走って、出発と到着が時間設定する

ということを聞いているんですけども、走る

ときに、今のバス停のコースを走るというこ

とに聞いておりますので、そしたら、予約の

ないところになったら、すっと行けるわけで

すから、途中の地域から希望のあるバス停ね。

それは仮定ですけども、そういうところの希

望があったら、ここのバス停ということで設

定するということはできますかということを

聞いているんですが。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）今のところ、デマ

ンド交通につきましては、細かい設定がまだ、

ネットワーク協議会のほうで議論中といいま

すか、そういう形ですので、細かい点につい

てはまだ決まっていないのが実情でございま

す。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君。 

○７番（髙本勝次君）わかりました。そした

ら、協議会で、そういった要望も声もありま

すということで、検討の課題で協議していた

だくことを、ぜひ、約束していただきたいと

思います。どうぞよろしくお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（中本正人君）７番 髙本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、２時30分まで休憩いたします。 

（午後２時15分 休憩） 

                     

                                       

 


